
四日市市告示第253号  

 四日市市重度障害者（児）日常生活用具給付事業実施要綱の一部を改正する要綱を

次のように定める。  

令和４年４月１日  

四日市市長 森  智 広  

 

四日市市重度障害者（児）日常生活用具給付事業実施要綱の一部を改正する要  

綱  

四日市市重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱（平成１８年四日市市告示

第３７６号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後 改正前 

（対象者） 

第２条 用具の給付対象となる者（以下「対

象者」という。）は、原則として在宅で生

活する別表の対象者欄に掲げる重度障害者

（児）であって、次の各号のいずれにも該

当するものとする。ただし、老人福祉法（昭

和３８年法律第１３３号）又は介護保険法

（平成９年法律第１２３号）による用具給

付施策等の対象となる者を除く。 

(1)及び(2) （略）  

  

（用具の種目） 

第３条 給付対象となる用具の種目は、別表

の種目欄に掲げる用具とする。 

 

（給付の申請） 

第４条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる

ストマ装具に関する申請は、申請書に代え

て、ストマ装具給付申請書（第３号様式）

で行い、２か月分、４か月分又は６か月分

（対象者） 

第２条 用具の給付対象となる者（以下「対

象者」という。）は、原則として在宅で生

活する別表第１の対象者欄に掲げる重度

障害者（児）であって、次の各号のいずれ

にも該当するものとする。ただし、老人福

祉法（昭和３８年法律第１３３号）又は介

護保険法（平成９年法律第１２３号）によ

る用具給付施策等の対象となる者を除く。 

(1)及び(2) （略） 

  

（用具の種目） 

第３条 給付対象となる用具の種目は、別表

第１の種目欄に掲げる用具とする。 

 

（給付の申請） 

第４条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、別表第１に掲

げるストマ装具に関する申請は、申請書に

代えて、ストマ装具給付申請書（第３号様

式）で行い、２か月分、４か月分又は６か



を取りまとめて行うものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、別表に掲げ

る居宅生活動作補助用具に関する申請は、

申請書に代えて、居宅生活動作補助用具（住

宅改修費）給付申請書（第４号様式）で行

うものとする。ただし、難病患者等は、居

宅生活動作補助用具（住宅改修費）給付申

請書に医師意見書を添付しなければならな

い。 

 

（給付の決定） 

第５条 市長は、前条の申請があったときは、

対象者の身体的状況、住宅環境、別表に掲

げる用具の耐用年数等を調査のうえ、用具

の給付の可否を決定し、四日市市重度障害

者（児）日常生活用具給付決定（却下）通

知書（第５号様式）を申請者に交付するも

のとする。この場合において、用具の給付

の決定を受けた者に、四日市市重度障害者

（児）日常生活用具給付券（第６号様式。

以下「給付券」という。）を同時に交付す

るものとする。 

２ （略） 

 

（給付の方法） 

第６条 市長は、用具の製作又は販売を業と

する者（以下「業者」という。）に委託し

て用具の給付を行うものとする。この場合

において、業者に四日市市重度障害者（児）

日常生活用具委託通知書（第７号様式）を

交付するものとする。 

 

（費用の負担） 

月分を取りまとめて行うものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、別表第１に

掲げる居宅生活動作補助用具に関する申

請は、申請書に代えて、居宅生活動作補助

用具（住宅改修費）給付申請書（第４号様

式）で行うものとする。ただし、難病患者

等は、居宅生活動作補助用具（住宅改修費）

給付申請書に医師意見書を添付しなけれ

ばならない。 

 

（給付の決定） 

第５条 市長は、前条の申請があったとき

は、対象者の身体的状況、住宅環境、別表

第１に掲げる用具の耐用年数等を調査の

うえ、用具の給付の可否を決定し、四日市

市重度障害者（児）日常生活用具給付決定

（却下）通知書（第５号様式）を申請者に

交付するものとする。この場合において、

用具の給付の決定を受けた者に、四日市市

重度障害者（児）日常生活用具給付券（第

６号様式。以下「給付券」という。）を同

時に交付するものとする。 

２ （略） 

 

（給付の方法） 

第６条 市長は、用具の製作又は販売を業と

する者（以下「業者」という。）に委託し

て用具の給付を行うものとする。 

 

 

 

 

（費用の負担） 



第７条 用具の給付を受けた者又はその扶養

義務者（以下「利用者等」という。）は、

利用者負担額として用具の購入に要する費

用の１割（当該額に１円未満の端数が生じ

たときは、これを切り捨てる）を、用具を

納入する業者に給付券に添えて、直接支払

わなければならない。ただし、用具の購入

に要する費用が、別表に規定する基準額を

超過する場合においては、基準額の１割（当

該額に１円未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てる）に加えて、基準額を超過

する費用を支払わなければならない。 

２ 前項に規定する利用者負担額の上限及び

減免等は、法に基づく補装具費の支給の例

による。 

第７条 用具の給付を受けた者又はその扶

養義務者（以下「利用者等」という。）は、

別表第２の費用負担基準により、必要な用

具の購入に要する費用の一部又は全部を

負担し、用具を納入する業者に給付券に添

えて、負担する額を直接支払わなければな

らない。 

 

改正後  

別表（第２条、第３条関係） 

日常生活用具給付事業対象種目 

（単位：円） 

区分 種目 対象者 性能 対

象

年

齢 

耐

用

年

数 

基準額 

障害者手帳

所持者 

難病患者等 

介護・

訓練支

援用具 

（略） 

エアー

マット 

下肢又は体

幹機能障害

１級で、常時

介護を要す

る者 

【市民税非

課税世帯】 

― 褥瘡を予防す

る効果がある

もの（ただし、

送風機付きの

ものに限る。） 

学

齢

児

以

上 

１

回

限

り 

９０，６

４０ 

（略） 



訓練用

ベッド 

― 下肢又は体

幹機能に障

害がある者 

腕又は脚の訓

練ができる器

具を備えたも

の 

― ８

年 

１７５，

１２０ 

自立生

活支援

用具  

（略） 

T字杖、

棒状の

杖 

平衡機能、下

肢又は体幹

機能障害が

ある者 

【市民税非

課税世帯】 

― 障害者（児）が

容易に使用で

きるもの 

３

歳

以

上 

４

年 

３，３０

０ 

（略） 

火災警

報器 

身体障害２

級以上又は

知的障害A

で、火災発生

の感知及び

避難が著し

く困難な者

（障害者の

みの世帯又

はこれに準

ずる世帯） 

【市民税非

課税世帯】 

難病患者等

で、火災発生

の感知及び

避難が著し

く困難な者

（難病患者

等のみの世

帯又はこれ

に準ずる世

帯） 

【市民税非

課税世帯】 

室内の火災を

煙又は熱によ

り感知し、音又

は光を発し屋

外にも警報ブ

ザーで知らせ

ることができ

るもの 

― ８

年 

１７，０

５０ 

自動消

火器 

身体障害２

級以上又は

知的障害A

で、火災発生

の感知及び

避難が著し

く困難な者

（障害者の

難病患者等

で、火災発生

の感知及び

避難が著し

く困難な者

（難病患者

等のみの世

帯又はこれ

室内温度の異

常上昇又は炎

の接触で自動

的に消火液を

噴射し、初期火

災を消火でき

るもの 

― ８

年 

３１，５

７０ 



みの世帯又

はこれに準

ずる世帯） 

【市民税非

課税世帯】 

に準ずる世

帯） 

【市民税非

課税世帯】 

（略） 

（略） 

情報・

意思疎

通支援

用具 

（略） 

通信装

置（FAX） 

聴覚障害が

ある者又は

発声・発語に

著しい障害

のある者で、

コミュニケ

ーション、緊

急連絡等の

手段として

本装置が必

要と認めら

れるもの 

【市民税非

課税世帯】 

― 一般の電話に

接続すること

ができ、音声の

代わりに文字

等により通信

が可能な機器

で、障害者（児）

が容易に使用

できるもの 

学

齢

児

以

上 

５

年 

３３，０

００ 

（略） 

排泄管

理支援

用具  

ストマ

装具 

ぼうこう又

は直腸機能

障害があり、

ストマ装具

を使用する

者 

【施設利用

者も可】 

― 最大６か月単

位の給付とす

る。 

― ― 消化器系 

月額 

９，７４

０ 

尿路系 

月額 

１２，８

００ 

（略） 

（略） 



（注） 

１から３まで （略） 

 ４ 種目のうち、老人福祉法及び介護保険法の施策の対象となる用具等については、原則

として次に掲げる者に対し給付を行わない。 

  (1)及び(2) （略） 

 

改正前  

別表第１（第２条、第３条関係） 

日常生活用具給付事業対象種目 

（単位：円） 

区分 種目 対象者 性能 対

象

年

齢 

耐

用

年

数 

基準額 

障害者手帳

所持者 

難病患者等 

介護・

訓練支

援用具 

（略） 

エアー

マット 

下肢又は体

幹機能障害

１級で、常時

介護を要す

る者 

【所得税非

課税世帯】 

― 褥瘡を予防す

る効果がある

もの（ただし、

送風機付きの

ものに限る。） 

１

８

歳

以

上 

１

回

限

り 

９０，６

４０ 

（略） 

訓練用

ベッド 

― 下肢又は体

幹機能に障

害がある者 

腕又は脚の訓

練ができる器

具を備えたも

の 

６

歳

以

上

１

８

歳

未

満 

８

年 

１７５，

１２０ 

自立生 （略） 



活支援

用具 

T字杖、

棒状の

杖 

平衡機能、下

肢又は体幹

機能障害が

ある者 

【所得税非

課税世帯】 

― 障害者（児）が

容易に使用で

きるもの 

３

歳

以

上 

４

年 

３，３０

０ 

（略） 

火災警

報器 

身体障害２

級以上又は

知的障害A

で、火災発生

の感知及び

避難が著し

く困難な者

（障害者の

みの世帯又

はこれに準

ずる世帯） 

【所得税非

課税世帯】 

難病患者等

で、火災発生

の感知及び

避難が著し

く困難な者

（難病患者

等のみの世

帯又はこれ

に準ずる世

帯） 

【所得税非

課税世帯】 

室内の火災を

煙又は熱によ

り感知し、音又

は光を発し屋

外にも警報ブ

ザーで知らせ

ることができ

るもの 

― ８

年 

１７，０

５０ 

自動消

火器 

身体障害２

級以上又は

知的障害A

で、火災発生

の感知及び

避難が著し

く困難な者

（障害者の

みの世帯又

はこれに準

ずる世帯） 

【所得税非

課税世帯】 

難病患者等

で、火災発生

の感知及び

避難が著し

く困難な者

（難病患者

等のみの世

帯又はこれ

に準ずる世

帯） 

【所得税非

課税世帯】 

室内温度の異

常上昇又は炎

の接触で自動

的に消火液を

噴射し、初期火

災を消火でき

るもの 

― ８

年 

３１，５

７０ 



（略） 

（略） 

情報・

意思疎

通支援

用具 

（略） 

通信装

置（FAX） 

聴覚障害が

ある者又は

発声・発語に

著しい障害

のある者で、

コミュニケ

ーション、緊

急連絡等の

手段として

本装置が必

要と認めら

れるもの 

【所得税非

課税世帯】 

― 一般の電話に

接続すること

ができ、音声の

代わりに文字

等により通信

が可能な機器

で、障害者（児）

が容易に使用

できるもの 

学

齢

児

以

上 

５

年 

３３，０

００ 

（略）  

排泄管

理支援

用具  

ストマ

装具 

ぼうこう又

は直腸機能

障害があり、

ストマ装具

を使用する

者 

【施設利用

者も可】 

― 最大６か月単

位の給付とす

る。 

― ― 蓄便袋 

月額 

９，７４

０ 

蓄尿袋 

月額 

１２，８

００ 

（略） 

（略） 

（注） 

 １から３まで （略） 

 ４ 種目のうち、老人保健法及び介護保険法の施策の対象となる用具等については、原則

として次に掲げる者に対し給付を行わない。 

  (1)及び(2) （略）  



 

改正後  

 

 

改正前  

別表第２（第７条関係） 

費用負担基準 

世帯の階層区分 利用者負担

基準月額 

（円） 

利用者負担加

算基準月額 

（円） 

A 生活保護法による被保護世帯 ０ ０ 

B A階層を除き前年分の所得税非課税世帯 ０ ０ 

C１ A階層及びB

階層を除き

前年分の所

得税課税世

帯であっ

て、その所

得税の額の

区分が次の

区分に該当

する世帯 

２，４００円以下 ３，４５０ ６９０ 

C２ ２，４０１円～４，８００円 ３，８００ ７６０ 

C３ ４，８０１円～８，４００円 ４，２５０ ８５０ 

C４ ８，４０１円～１２，０００

円 

４，７００ ９４０ 

C５ １２，００１円～１６，２０

０円 

５，５００ １，１００ 

C６ １６，２０１円～２１，００

０円 

６，２５０ １，２５０ 

C７ ２１，００１円～４６，２０

０円 

８，１００ １，６２０ 

C８ ４６，２０１円～６０，００

０円 

９，３５０ １，８７０ 

C９ ６０，００１円～７８，００

０円 

１１，５５０ ２，３１０ 

C１０ ７８，００１円～１００，５

００円 

１３，７５０ ２，７５０ 

C１１ １００，５０１円～１９０，

０００円 

１７，８５０ ３，５７０ 

C１２ １９０，００１円～２９９， ２２，０００ ４，４００ 



５００円 

C１３ ２９９，５０１円～８３１，

９００円 

２６，１５０ ５，２３０ 

C１４ ８３１，９０１円～１，４６

７，０００円 

４０，３５０ ８，０７０ 

C１５ １，４６７，００１円～１，

６３２，０００円 

４２，５００ ８，５００ 

C１６ １，６３２，００１円～２，

３０２，９００円 

５１，４５０ １０，２９０ 

C１７ ２，３０２，９０１円～３，

１１７，０００円 

６１，２５０ １２，２５０ 

C１８ ３，１１７，００１円～４，

１７３，０００円 

７１，９００ １４，３８０ 

C１９ ４，１７３，００１円以上 全額 左の負担基準

月額の２０％ 

ただし、その

額が１７，１

２０円に満た

ない場合は１

７，１２０円 

備考 

１ 利用者等に負担させるべき費用の額（以下「利用者負担額」という。）は、当該利

用者等の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。  

２ 所得税を課せられている利用者等が障害者の属する世帯内に２人以上いるときは、

それぞれの利用者等の所得税額を合算した額をもって、その世帯の所得税額とする。 

３ 当該世帯の階層がC１階層からC１８階層である場合において、当該障害者が世帯主

又は当該世帯の最多収入者であるときには、１により算出した額の２分の１に相当す

る額（１０円未満切り捨て）をもって利用者負担額とする。  

４ A階層、B階層以外の各階層に属する世帯から２人以上の障害者が同時にこの費用負

担基準の適用を受ける場合は、障害者１人については利用者負担基準月額により、そ

の他の障害者については利用者負担加算基準月額により、それぞれ算定するものとす

る。ただし、その他の障害者が児童の場合は、利用者負担の２分の１（１０円未満切

り捨て）の額とする。 



５ 毎年度のこの費用負担基準の適用時期は、毎年７月１日を起点として取り扱うもの

とする。 

６ 「世帯」とは、障害者と生計を一にする消費経済上の一単位をいうのであって、居

住を一にしない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは同

様とする。ただし、当該世帯に障害者の扶養義務者以外のものがいるときは、その者

を除くものとする。 

７ 「被保護世帯」とは、６により同一世帯員と認められた世帯の中心者が生活保護法

による生活扶助、医療扶助等を単給又は併給のいずれかを問わず受けている世帯をい

う。 

８ 「所得税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員が当該年度に

おいて、前年分（翌年の１月１日から６月３０日にあっては前々年分とする。）の所

得税を納付すべき者がいない世帯をいう。 

９ ストマ装具の利用者負担基準月額及び利用者負担加算基準月額については、給付券

１枚に対して適用するものとする。 

１０ この表において「所得税」とは、所得税法（昭和４０年法律第３３号）、租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等

に関する法律（昭和２２年法律第１７５号）及び平成２４年６月２５日障発０６２５

第１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担

上限月額の算定等（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。）に

係る取扱いについて」の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の

計算においては、次の規定は適用しないものとする。 

（１） 所得税法第７８条第１項（同条第２項第１号、第２号（地方税法第３１４条の

７第１項第２号に規定する寄附金に限る。）及び第３号（地方税法第３１４条の７

第１項第２号に規定する寄附金に限る。）に規定する寄附金に限る。）、第９２条

第１項並びに第９５条第１項、第２項及び第３項  

（２） 租税特別措置法第４１条第１項、第２項、第６項及び第２４項、第４１条の２、

第４１条の３の２第１項、第２項、第５項及び第６項、第４１条の１９の２第１項、

第４１条の１９の３第１項及び第３項、第４１条の１９の４第１項及び第３項 

（３） 租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成１０年法律第２３号）附則第１

２条、所得税法等の一部を改正する法律（平成２５年法律第５号）附則第５９条第

１項、第６０条第１項、所得税法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第１５

号）附則第７６条第１項、附則第７７条第１項及び第２項、附則第８０条、附則第

８１条、附則第８２条第１項 

 



第１号様式から第６号様式までを次のように改める。 



 第６号様式の次に次の１様式を加える。 



附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年１１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の四日市市重度障害者(児)日常生活用具給付事業実施要綱（以下「新要綱」

という。）の規定は、新要綱の施行の日以後に決定する給付から適用し、同日前に

決定する給付については、なお従前の例による。 

 （準備行為） 

３ 新要綱の規定により用具の給付を受けることができることとなる者に係る用具の

給付に関し必要な手続その他の行為は、新要綱の施行の日前においても行うことが

できる。 

 （四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正） 

４ 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱（令和３年四日市市告示第

１８２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 

（押印の省略）  

第２条  次 の表 の 左欄に 掲げ る要 綱 の規定 する 手続 又 は様式 のう ち、 同表

の中欄 に掲 げる 手 続又は 様式 につ い ては、 当該 要綱 の 規定に 関わ らず、

押印を 要し ない も のとす る。 ただ し 、同表 の右 欄に 掲 げる条 件を 満たす

場合に限る。  

 要綱名 手続又は様式 備考  

 （略）  

 四日市市点字出版物

給 付 事 業 実 施 要 綱

（平成１８年四日市

市告示第３７１号） 

（略）  

 四日市市重度身体障

害者訪問給食サービ

ス事業実施要綱（平

成１８年四日市市告

示第３７７号） 

（略）  

 （略）  

 



 

改正前 

（押印の省略）  

第２条  次 の表 の 左欄に 掲げ る要 綱 の規定 する 手続 又 は様式 のう ち、 同表

の中欄 に掲 げる 手 続又は 様式 につ い ては、 当該 要綱 の 規定に 関わ らず、

押印を 要し ない も のとす る。 ただ し 、同表 の右 欄に 掲 げる条 件を 満たす

場合に限る。  

 要綱名 手続又は様式 備考  

 （略）  

 四日市市点字出版物

給 付 事 業 実 施 要 綱

（平成１８年四日市

市告示第３７１号） 

（略）  

 四日市市重度障害者

（児）日常生活用具

給 付 事 業 実 施 要 綱

（平成１８年四日市

市告示第３７６号） 

第１号様式から第４号様式ま

で及び第６号様式 

署名をした場合に 限

る。 

 

 四日市市重度身体障

害者訪問給食サービ

ス事業実施要綱（平

成１８年四日市市告

示第３７７号） 

（略）  

 （略）  

 

 

（健康福祉部障害福祉課）  


